
   
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

背景 
 
中国国家税務総局が、2012年12月26日に「中国事前確認制度年度報告書

（2011）」(以下｢2011年度報告書｣という)を中国語と英語で発行した。これで国家

税務総局は三回にわたり事前確認年度報告書（2009年度～2011年度）を発行し

たことになる。報告書には、各年度におけるAPAの統計データおよび申請、執行過

程などが詳細に公開されている。しかし、多くの納税者が依然としてAPAの申請や

締結に対し疑問や誤解を抱いている。直近六ヶ月余りに、KPMG中国は四件の

APAを締結に導いた。私たちは2011年度報告書の内容およびデータに加え、実際

に関わったAPA案件および実務の経験を踏まえて、中国APAの動向および、納税

者の移転価格リスク管理上のAPAのメリットを紹介する。 
 
2011年度報告書は、主に2009年度および2010年度の報告書の基本的枠組みに

沿いながら、2011年度の関連データおよび分析を補足し、また、以下の内容を新

たに加えている。 

• 優先的に受理する案件の考慮ポイント 

国家税務総局は、限られた資源の中、企業の申請を優先的に受理するか検討す

る。このとき、申請が提出された時間的順序以外に、申請資料の質および、業界や

地域的特殊性も考慮する。二国間APAに関しては、相手国の税務主管当局の案

件締結に対する意欲および重視の度合も考慮する点の一つである。 

• 業界別統計データ 

2005年～2011年に署名されたAPAのうち、88%を製造業が占め、その他の業界

はわずか12%である。この統計結果は、中国の国情を反映している。国家税務総

局は、公開の場において幾度も多様な業界の案件に取り組みたい旨を表明してお

り、今後は、製造業以外の業界の案件が増えることが見込まれる。 

• 税務機関の APA 申請受付担当者 

2011年度報告書で、初めて国家税務総局および各省、自治区、直轄市、ならびに

計画単列市の国家税務局や地方税務局のAPA申請受付担当者の連絡方法が掲

載された。これは、APAの透明性、納税者の便宜性、およびサービスの向上を図る

国家税務総局の理念の表れである。 
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KPMGの所見 
 
直近でKPMGが関わったAPA案件および実務経験をもとに、中国APAの動向につ

いて以下分析する。 

• 締結までの所要期間の短縮 

 
多くの多国籍企業が、国際的二重課税防止の手段であるAPAを通じて、複雑かつ

変化する移転価格問題を解決することを希望している。しかし、税務機関の人的資

源に限りがあるため、毎年のAPA署名件数は約10件である。ところが、2013年の

年初に、国家税務総局はすでに複数件のAPAを締結した。これは、税務機関が限

られた資源の中で積極的にAPAを推進していることを示しており、締結までの所要

期間がさらに短縮されることが望まれる。 

• 各地税務機関は企業の APA 申請を歓迎 

 
現在すべての二国間APAは、国家税務総局のリードのもと、国家税務総局と地方

税務局の共同案件審査グループにより、審査評価および交渉が行なわれる。ユニ

ラテラルAPAの審査は、主に地方税務機関が担当する。多くの税務機関は納税者

のAPA申請を歓迎する態度を示しており、地域により二国間APA申請も勧められ

ている。 

• 新しい交渉、締結方法 

 
二国間APAとは、二つの国の国家税務主管当局が両国間の租税条約に基づき、

相互協議を行なうものである。このため、国家税務総局は、中国と租税条約を締結

していない国や地域（台湾など）と二国間APAを締結することができない。このとき、

二国間APAと類似の効果を得る方法として、それぞれの国または地域で同時にユ

ニラテラルAPAを申請した上で、重要な前提条件の設定を通じて、二つのユニラテ

ラルAPAを結びつけることが考えられる。中国と租税条約を締結していない国や地

域に投資した企業も、この方法により、移転価格リスクを排除できる可能性があ

る。 

• 地域的優位性 

最近のAPA案件において、国家税務総局および各地方税務機関は、国連の移転

価格マニュアル－中国実務編で提唱されているコストセービング、マーケットプレミ

アム、マーケティング無形資産など地域的優位性のもたらす影響などの概念や調

整方法を使用している。今後、中国の税務機関は、ますます地域的優位性に重き

を置いた実務を行なうことが見込まれる。 
 
定期的なAPA年度報告書の発行や、2013年上半期に国家税務総局が相次いで

APAを締結したことは、中国税務当局がAPAを重視していることを表している。最

近の税務当局の対応は、2011～2012年には見られなかった、APAを積極的に進

めようとするシグナルと受け止めることができる。これを機に、納税者は、移転価格

リスクを管理するための選択肢の一つとして、APAを検討すべきである。APAには、

多くの時間と資源が必要になるため、納税者は、申請前にフィージビリティ分析を

行うべきである。以下参考までに、APAを申請する際の注意点および、APAの申

請が適するケースをまとめた。 
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• 費用対効果のバランス 

費用対効果のバランスは、すべてのビジネス判断において考慮する必要があるが、

APAも例外ではない。APAの最大のメリットは、納税者の将来年度における移転価

格問題の不確実性を排除できることである。中国のAPAは将来3年から5年に適用

される。また、企業が申請し、税務機関の承認を得た上で、APAで確定した価格設

定原則および計算方法を、申請年度以前の関連者取引の評価および調整に適用

することができる。企業は、APAの遡及適用を通じて、長年にわたる潜在的な移転

価格問題を解決することができる。移転価格調査の関連規定にもとづき、遡及適

用期間は最長10年間である。よって、一件のAPAの締結により、納税者は、最長

15年間の移転価格問題を解決することができる。企業は同時文書の準備や、移転

価格調査の対応に費やす費用および、二重課税リスクと、APA申請に必要なコスト

とを比較した上で、APAを申請する是非を判断することが必要である。 
 
特に、移転価格調査に受けた企業は、調査を受けた最終年度の翌年から5年間に、

税務機関による追跡管理を受けなければならない。すなわち、企業は、調査後の5
年間にわたり、毎年税務当局と移転価格問題に関して交渉を行う必要がある。こ

のとき、APAを活用し、税務当局と追跡管理期間中の移転価格問題を交渉する場

合には、5年間の移転価格問題を一括して解決できる可能性がある。そして、同時

文書の準備費用や、税務当局との交渉コストなどの移転価格管理コストを節減す

ることができる。APAの申請コストは比較的低いため、すでに移転価格調査を受け

た企業は、APAを通じて、追跡管理期間中の移転価格問題を解決することを検討

されたい。 
 

• ユニラテラル APA および二国間 APA 

ユニラテラルAPAは、中国の税務当局とのみ交渉を行うため、二国間APAに比べ、必要

時間が短く、また企業に求められる人的、物的負担も軽く、比較的容易に税務当局と合

意に達することができる。 
 
しかし、ユニラテラルAPAの交渉において、税務当局は中国企業に利益を確保さ

せようとする傾向が強い。サプライチェーン全体の利益水準が低い場合や、取引双

方の移転価格リスクが高い場合、サプライチェーン全体に利益を合理的に配賦し、

取引双方が移転価格に確実性を確保するためには、二国間APAが適切である。 
 
• 中国と香港間の二国間 APA の申請 

2012年4月に香港税務当局は正式にAPA制度を導入した。ただし、現時点では、

二国間および多国間APAしか扱っていない。香港の特殊な経済的、地理的位置を

活かし、数多くの多国籍企業が中国企業の対外貿易の窓口として、またはアジア

太平洋地域の地域本部として、香港に子会社を設立している。サプライチェーンに

おいて実質的な機能を負担する香港企業、重要な資産（無形資産など）を有する香

港企業、または地域本部として中国国内のグループ子会社よりサービス費用を受

取る香港企業は、中国と香港間の二国間APAを申請し、将来年度における移転価

格リスクを最小化することができる。 
 

• 税務当局の意向 

中国の税務当局は、人的資源が限られるため、APA申請の受理に際し、厳しく吟

味する傾向にある。よって、申請の意向のある企業は、早めに税務当局との意思

疎通を開始し、税務当局の意向を確認することをお勧めする。上述の通り、2011
年度報告書によれば、税務当局が優先的に受理する案件の条件の一つとして「申

請案件に業界および地域等の特殊性があるか否か」がある。特殊な関連者取引が

あるまたは特殊な業界にある企業が、APAを申請すると、税務当局に注目される

可能性が高い。 
 
よって、APAの申請に際し、企業は総合的に各方面の要素を考慮すべきである。

APAの申請過程においては、大量のデータ収集、経済分析、および税務当局との

交渉など専門的な対応が必要である。このため、企業の利益を十分に保護する観

点から、APAに関連する事項の対応に際しては、専門の機関からサポートを受け

ることをお勧めする。 
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